
令和２年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

令和２年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱

（第１条 省略）

（補助目的）

第２条 県は、輸出先のニーズに対応した HACCP 等の認証取得、新型コロナウイルス感染症

の世界的な拡大による輸出先国の市場変化等に対応するために必要な施設の改修及び新

設、機器整備等を実施することで、輸出拡大を図る取組を支援するため、６次産業化市場

規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業実

施要綱（令和２年１月 30 日付け元食産第 4500 号農林水産事務次官依命通知。）、食料産業・

６次産業化交付金実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 食産第 5353 号農林水産事務次官

依命通知。）及び６次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応

した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業実施要綱（令和２年４月 30 日付け２食産第

591 号農林水産事務次官依命通知。）に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の

範囲内で補助金を交付する。

（補助対象事業等）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるものと

する。

（１）HACCP 等対応施設整備等支援事業

政府機関が定める輸入条件への対応並びに ISO（国際標準化機構）、GFSI（世界食品安全

イニシアティブ承認規格、有機 JAS、ハラール・コーシャ等の認証、ロット数の確保等の輸

出先のニーズへの対応に必要な施設・機器の整備及び体制整備を行う事業

ア 施設等整備事業

輸入条件及び輸出先のニーズを満たすために必要な施設及び機器の整備に関する事

業

イ 効果促進事業

輸入条件、HACCP 等に係る認定取得のためのコンサルティング等、施設・機器等の導

入後の適切な管理・運用を行うための人材育成等に関する事業

（２）新型コロナ対策施設整備等緊急支援事業

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による輸出先国の市場変化に対応した冷凍食品

等の家庭食品化又は新たな輸出先国への輸出に必要な規制への対応に必要な施設・設備・機

器の整備及び体制整備を行う事業

ア 施設等整備事業

輸入条件及び輸出先国のニーズを満たすために必要な施設及び機器の整備に関す

る事業

イ 効果促進事業

輸入条件、衛生管理等に係る認定取得のためのコンサルティング等、施設・機器

令和２年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱

（第１条 省略）

（補助目的）

第２条 県は、輸出先のニーズに対応した HACCP 等の基準を満たすために必要な施設の改修

及び新設、機器整備等を実施することで、輸出拡大を図る取組を支援するため、６次産業

化市場規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策

事業実施要綱（令和２年１月 30 日付け元食産第 4500 号農林水産事務次官依命通知。）及び

食料産業・６次産業化交付金実施要綱（令和２年３月 31 日付け２食産第 5877 号農林水産

事務次官依命通知。）に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金

を交付する。

（補助対象事業等）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるものと

する。

（１）施設等整備事業

輸入条件及び輸出先のニーズを満たすために必要な施設及び機器の整備に関する事業

（２）効果促進事業

輸入条件、HACCP 等に係る認定取得のためのコンサルティング、導入後の適切な管理・運

用を行うための人材育成等に関する事業



新 旧

等の導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成等に関する事業

（第４条～第 12 条 省略）

（財産の処分の制限等）

第 13 条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、第３条第１号の事業にあって

は当該財産の取得価格が 50 万円以上、同条第２号の事業にあっては当該財産の取得価格が

10 万円以上の施設、機械、器具等については、別記第５号様式による取得財産等管理台帳

を備え、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従

ってその効率的な運用を図らなければならない。

２ 補助事業により取得した財産で次に掲げるもの（以下「取得財産等」という。）について、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている

耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、補助事業者は、事前に知事の承認を受

けなければならない。

（１）事業の遂行に必要な施設及び機械装置

（２）事業の遂行に必要な備品及び工具器具

（第 13 条第３項～第 21 条 省略）

（目標数値の達成状況の報告）

第 22 条 目標数値の達成状況については、別記第 12 号様式による目標数値の達成状況報告書

により、第３条第１号の事業にあっては令和２年度から令和６年度までの各年度の実績をそ

れぞれ翌年度の５月 31 日までに、同条第２号の事業にあっては翌年度の８月 31 日までに、

知事に提出するものとする。

（第 23 条 省略）

附 則

１ この要綱は、令和２年４月 17 日から施行する。

２ この要綱は、令和３年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付

された補助金については、第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条第４項、第 17

条、第 18 条及び第 20 条から第 22 条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、令和２年７月 27 日から施行する。

（財産の処分の制限等）

第 13 条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、当該財産の取得価格が 50 万

円以上の施設、機械、器具等については、別記第５号様式による取得財産等管理台帳を備

え、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って

その効率的な運用を図らなければならない。

２ 補助事業により取得した財産で次に掲げるもの（以下「取得財産等」という。）について、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている

耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、補助事業者は、事前に知事の承認を受

けなければならない。

（１）事業の遂行に必要な機械装置

（２）事業の遂行に必要な備品及び工具器具

（第 13 条第３項～第 21 条 省略）

（目標数値の達成状況の報告）

第 22 条 目標数値の達成状況については、別記第 12 号様式による目標数値の達成状況報告書

により、令和２年度から令和６年度までの各年度の実績をそれぞれ翌年度の４月 30 日までに

知事に提出するものとする。

（第 23 条 省略）

附 則

１ この要綱は、令和２年４月 17 日から施行する。

２ この要綱は、令和３年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付さ

れた補助金については、第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 15 条第４項、第 17 条、第 18 条及

び第 20 条から第 22 条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。
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（別表第 2 省略） （別表第 2 省略）



令和２年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱 新旧対照表（※改正箇所のみ抜粋）

新 旧

令和２年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱 別記様式

第１号様式（第６条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

住 所

申請者 氏 名 印

生年月日

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付申請書

令和 年度において、別添第１号様式別紙のとおり事業を実施したいので、高知県補助金等交付

規則第３条及び高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、令

和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金 円の交付を申請します。

記

Ⅰ 事業の目的

注）様式は第１号様式別紙のとおりとする。

Ⅱ 事業の内容及び計画

令和２年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱 別記様式

第１号様式（第６条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

住 所

申請者 氏 名 印

生年月日

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付申請書

令和 年度において、別添第１号様式別紙のとおり事業を実施したいので、高知県補助金等交付

規則第３条及び高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、令

和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金 円の交付を申請します。

記

Ⅰ 事業の目的

注）様式は第１号様式別紙のとおりとする。

Ⅱ 事業の内容及び計画（又は実績）

Ⅲ 添付資料
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第７号様式（第 15 条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

住 所

申請者 氏 名 印

生年月日

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費

補助金事業実績報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 高知地産第 号で交付の決定がありました令和

年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金について、下記のとおり事業を実施しましたので、

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱第 15 条第１項の規定により報告しま

す。

記

Ⅰ 事業の目的

注）様式は第７号様式別紙のとおりとする。

Ⅱ 事業の内容及び実績

（注）１ 軽微な変更があった場合においては、容易に比較対照できるよう変更部分を二段書と

し、変更前を括弧書で上段に記載してください。

２ 添付書類については、支払い経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し又は補助金

調書の写しを添付し、経費以外のものは、補助金交付申請書又は変更承認申請書に添付し

たもののうち、変更があったものに限り添付してください。

（経費以外のものについては、申請時以降変更のない場合は省略できる。）

また、以下の資料を添えてください。

（１）整備事業にあっては、財産管理台帳の写し

（２）貸付機関が発行する融資証明書、その他の融資が確実に行われていることを証明する

書類

（３）事業実績内訳明細書

第７号様式（第 15 条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

住 所

申請者 氏 名 印

生年月日

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費

補助金事業実績報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 高知地産第 号で交付の決定がありました令和

年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金について、下記のとおり事業を実施しましたので、

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金交付要綱第 15 条第１項の規定により報告しま

す。

記

Ⅰ 事業の目的

注）様式は第７号様式別紙のとおりとする。

Ⅱ 事業の内容及び実績

（注）１ 軽微な変更があった場合においては、容易に比較対照できるよう変更部分を二段書と

し、変更前を括弧書で上段に記載してください。

２ 間接補助事業者に対し間接補助金を交付している場合にあっては、様式ＣのⅤ－２の

備考欄に、間接補助金の交付を完了した年月日を記載してください。

３ 添付書類については、支払い経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し又は補助金

調書の写しを添付し、経費以外のものは、補助金交付申請書又は変更承認申請書に添付し

たもののうち、変更があったものに限り添付してください。

（経費以外のものについては、申請時以降変更のない場合は省略できる。）

また、以下の資料を添えてください。

（１）整備事業にあっては、財産管理台帳の写し

（２）貸付機関が発行する融資証明書、その他の融資が確実に行われていることを証明する

書類

（３）事業実績内訳明細書

４ 事業実施主体への交付を完了した年月日を、本様式に加筆してください。なお、複数

の事業実施主体へ交付を行った場合には、最終の交付年月日を加筆してください。
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第 12 号様式（第 22 条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

住 所

補助事業者 氏 名 印

生年月日

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金

目標数値の達成状況報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 高知地産第 号で交付の決定がありました令和

年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金について、同補助金交付要綱第 22 条の規定により報

告します。

記

１ 事業の成果

注）様式は、HACCP 等対応施設整備等支援事業にあっては第 12 号様式別紙１、新型コロナ対

策施設整備等緊急支援事業にあっては第 12 号様式別紙２のとおり。

第 12 号様式（第 22 条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

住 所

補助事業者 氏 名 印

生年月日

令和 年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金

目標数値の達成状況報告書

令和 年 月 日付け高知県指令 高知地産第 号で交付の決定がありました令和

年度高知県輸出拡大施設整備等事業費補助金について、同補助金交付要綱第 22 条の規定により報

告します。

記

１ 事業の成果

注）様式は第 12 号様式別紙のとおり。
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